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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　医療情報に関する項目を示す項目軸と医療情報が生成された日時を示す時間軸とを含む
表示領域の対応する位置に医療情報を表示する情報処理装置であって、
　指定された患者の医療情報に含まれる項目情報と日時情報とに基づいて、指定された日
時の範囲内において前記項目軸が示す項目のうち医療情報が存在しない項目があるか否か
を判定する判定手段と、
　前記判定手段により医療情報が存在しない項目があると判定された場合には、前記判定
手段により医療情報が存在しないと判定された項目の名称を表示した状態で、前記判定手
段により医療情報が存在しないと判定された項目の前記項目軸方向の大きさを医療情報が
存在する項目の前記項目軸方向の大きさよりも小さく表示する表示制御手段と、
を有する情報処理装置。
【請求項２】
　前記表示制御手段は、前記判定手段により前記指定された日時の範囲内に医療情報が存
在しない項目があると判定されたが、前記項目について前記指定された日時の範囲外に医
療情報が存在する場合には、前記項目について前記項目軸上の間隔を詰めるとともに、前
記範囲外に医療情報が存在する旨を示す図形を前記項目の項目軸上に表示する請求項１に
記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記表示制御手段は、前記項目について、前記指定された日時の範囲よりも新しい日時
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に医療情報が存在する場合と、前記範囲よりも古い日時に医療情報が存在する場合とで、
互いに逆向きになる図形を前記項目の項目軸上に表示する請求項２に記載の情報処理装置
。
【請求項４】
　前記図形は、前記時間軸上で医療情報が存在する方向を示す矢印、又は前記時間軸上で
医療情報が存在する方向を底辺とする三角形のうちの何れかである請求項２又は３に記載
の情報処理装置。
【請求項５】
　前記表示制御手段は、更に、前記項目の項目軸上に線、又は前記時間軸の方向に長辺を
持つ長方形のうちの何れかを表示する請求項２乃至４の何れか１項に記載の情報処理装置
。
【請求項６】
　前記表示制御手段は、前記判定手段により前記指定された日時の範囲内に医療情報が存
在しない項目があると判定され、かつ、前記項目について前記指定された日時の範囲外に
も医療情報が存在しない場合には、前記項目についての前記項目軸上の間隔を詰めるとと
もに、前記項目の項目名を削除して表示する請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記表示制御手段は、更に、前記項目の項目軸上に線、又は前記時間軸の方向に長辺を
持つ長方形のうちの何れかを表示する請求項６に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　医療情報を患者毎に管理する管理システムとネットワークを介して通信可能であり、
　前記判定手段は、前記指定された患者を識別する識別情報と、前記指定された日時の範
囲を示す情報とに基づく条件を満たす医療情報を前記管理システムに問い合わせることに
より、前記判定を行う請求項１乃至７の何れか１項に記載の情報処理装置。
【請求項９】
　医療情報を患者毎に管理する管理手段を更に有し、
　前記判定手段は、前記指定された患者を識別する識別情報と、前記指定された日時の範
囲を示す情報とに基づいて前記管理されている医療情報を参照することにより、前記判定
を行う請求項１乃至７の何れか１項に記載の情報処理装置。
【請求項１０】
　医療情報に関する項目を示す項目軸と医療情報が生成された日時を示す時間軸とを含む
表示領域の対応する位置に医療情報を表示する情報処理装置が実行する情報処理方法であ
って、
　指定された患者の医療情報に含まれる項目情報と日時情報とに基づいて、指定された日
時の範囲内において前記項目軸が示す項目のうち医療情報が存在しない項目があるか否か
を判定する判定ステップと、
　前記判定ステップにおいてにより医療情報が存在しない項目があると判定された場合に
は、前記判定ステップにおいて医療情報が存在しないと判定された項目の名称を表示した
状態で、前記判定ステップにより医療情報が存在しないと判定された項目の前記項目軸方
向の大きさを医療情報が存在する項目の前記項目軸方向の大きさよりも小さく表示する表
示制御ステップと、
を含む情報処理方法。
【請求項１１】
　医療情報に関する項目を示す項目軸と医療情報が生成された日時を示す時間軸とを含む
表示領域の対応する位置に医療情報を表示するコンピュータに、
　指定された患者の医療情報に含まれる項目情報と日時情報とに基づいて、指定された日
時の範囲内において前記項目軸が示す項目のうち医療情報が存在しない項目があるか否か
を判定する判定ステップと、
　前記判定ステップにおいてにより医療情報が存在しない項目があると判定された場合に
は、前記判定ステップにおいて医療情報が存在しないと判定された項目の名称を表示した
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状態で、前記判定ステップにより医療情報が存在しないと判定された項目の前記項目軸方
向の大きさを医療情報が存在する項目の前記項目軸方向の大きさよりも小さく表示する表
示制御ステップと、
を実行させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置、情報処理方法及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年の医療技術の進歩により、カルテや様々な医療画像や検査データといった多くの医
療情報を参照することによって診断が行われている。
　診断の際に、複数のアプリケーションを操作することなく医療情報を参照したいという
要求がある。その課題を解決するための技術として、特許文献１には、医療情報を患者毎
に過去から現在までの医療情報として参照することができる技術が開示されている。
　また、診療情報を項目名毎に分けて時系列表示できるようにした電子カルテ装置におい
て、項目名行と受診日時列とが交差する領域の表示面積が狭く、その中に含まれる診療情
報の一部しか表示できないという課題がある。その課題を解決するための技術として、特
許文献２には、横方向に受信日時、縦方向に項目名を配列して診療情報を表示し、時系列
方向、即ち横方向に画面をスクロールして表示範囲を指定可能とする技術が開示されてい
る。更に、特許文献２には、診療情報が空である項目名行について、項目名行を削除して
上下方向に詰めて表示する技術が開示されている。また、特許文献３、４には、医療行為
データを日付別かつ種類別に並べた医療計画及び医療記録を表形式で作成する際に、医療
行為データのない空行や空列を間引くことができる技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１３－２４２７４５号公報
【特許文献２】特許第３５３０４２４号公報
【特許文献３】特許第３５４２５７６号公報
【特許文献４】特許第３８６９３８６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、医療情報を時系列で参照可能とする際に、全ての医療情報を表示するた
めの時間範囲が広く、項目が多くある場合には、個々の医療情報を表示する領域が画面上
で小さくなってしまう。そこで、使用者が個々の医療情報を詳しく参照したい場合には、
時間軸の範囲を指定して医療情報を表示することにより、個々の医療情報を表示する領域
が画面上で大きくなるようにする操作が行われる。即ち、時間軸の範囲を指定することに
より個々の医療情報を表示する領域の拡大処理が行われる。その場合には、医療情報の項
目を列挙するために、医療情報の項目の方向に広い表示領域を必要とする。そのため、画
面の大きさによっては、医療情報の項目の方向に画面をスクロールする等の処理をして表
示しなければならない。その結果、使用者は、画面をスクロールして医療情報の表示を参
照しなければならなくなる。
　その課題を解決するために、上述した特許文献２に開示されている技術では、指定され
た時間軸の範囲で医療情報が空である項目を削除することで医療情報における項目の方向
の間隔を詰める。しかし、その場合には、削除された項目の医療情報が指定された時間軸
の範囲の外に存在していたとしても、そのことを使用者が認識できなくなる。そのため、
使用者が患者の重要な医療情報を見落としなく把握するためには、患者の医療情報が存在
する全ての時間範囲にわたって画面をスクロールして確認しなければならない。
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　本発明は、医療情報を参照するユーザの利便性を向上させることが可能な技術を提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　そこで、本発明の情報処理装置は、医療情報に関する項目を示す項目軸と医療情報が生
成された日時を示す時間軸とを含む表示領域の対応する位置に医療情報を表示する情報処
理装置であって、指定された患者の医療情報に含まれる項目情報と日時情報とに基づいて
、指定された日時の範囲内において前記項目軸が示す項目のうち医療情報が存在しない項
目があるか否かを判定する判定手段と、前記判定手段により医療情報が存在しない項目が
あると判定された場合には、前記判定手段により医療情報が存在しないと判定された項目
の名称を表示した状態で、前記判定手段により医療情報が存在しないと判定された項目の
前記項目軸方向の大きさを医療情報が存在する項目の前記項目軸方向の大きさよりも小さ
く表示する表示制御手段と、を有する。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、医療情報を参照するユーザの利便性を向上させることが可能な技術を
提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】システム構成の一例を示す図である。
【図２】医療情報表示装置の機能構成等の一例を示す図である。
【図３】医療情報表示装置の処理の一例を示すフローチャート（その１）である。
【図４】患者を指定する画面の一例を示す図である。
【図５】時間軸の範囲を指定する画面の一例を示す図である。
【図６】時間軸の範囲を変更する画面の一例を示す図（その１）である。
【図７】時間軸の範囲を変更する画面の一例を示す図（その２）である。
【図８】時間軸の範囲を変更する画面の一例を示す図（その３）である。
【図９】医療情報一覧の表示例を示す図である。
【図１０】医療情報の詳細の表示例を示す図（その１）である。
【図１１】医療情報の詳細の表示例を示す図（その２）である。
【図１２】医療情報表示装置の処理の一例を示すフローチャート（その２）である。
【図１３】医療情報の存在を示す表示例を示す図（その１）である。
【図１４】医療情報の存在を示す表示例を示す図（その２）である。
【図１５】医療情報の存在を示す表示例を示す図（その３）である。
【図１６】医療情報の存在を示す表示例を示す図（その４）である。
【図１７】医療情報の存在を示す表示例を示す図（その５）である。
【図１８】医療情報の存在を示す表示例を示す図（その６）である。
【図１９】医療情報の存在を示す表示例を示す図（その７）である。
【図２０】医療情報表示装置の処理の一例を示すフローチャート（その３）である。
【図２１】医療情報表示装置の処理の一例を示すフローチャート（その４）である。
【図２２】医療情報表示装置の処理の一例を示すフローチャート（その５）である。
【図２３】医療情報の存在を示す表示例を示す図（その８）である。
【図２４】医療情報の存在を示す表示例を示す図（その９）である。
【図２５】医療情報の存在を示す表示例を示す図（その１０）である。
【図２６】医療情報の存在を示す表示例を示す図（その１１）である。
【図２７】医療情報の存在を示す表示例を示す図（その１２）である。
【図２８】医療情報の存在を示す表示例を示す図（その１３）である。
【図２９】医療情報表示装置の処理の一例を示すフローチャート（その６）である。
【図３０】医療情報の存在を示す表示例を示す図（その１４）である。
【図３１】医療情報表示装置の処理の一例を示すフローチャート（その７）である。
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【図３２】医療情報の存在を示す表示例を示す図（その１５）である。
【図３３】医療情報の存在を示す表示例を示す図（その１６）である。
【図３４】医療情報の存在を示す表示例を示す図（その１７）である。
【図３５】医療情報の存在を示す表示例を示す図（その１８）である。
【図３６】医療情報の存在を示す表示例を示す図（その１９）である。
【図３７】医療情報の存在を示す表示例を示す図（その２０）である。
【図３８】医療情報の存在を示す表示例を示す図（その２１）である。
【図３９】医療情報表示装置の処理の一例を示すフローチャート（その８）である。
【図４０】医療情報表示装置の処理の一例を示すフローチャート（その９）である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、本発明を実施するための形態について図面を用いて説明する。
＜実施形態１＞
　図１は、本実施形態を含む以降の実施形態で説明するシステム構成の一例を示す図であ
る。本システム構成は、医療情報表示装置１０１と病院情報システム１０２とがネットワ
ーク１０３を介して通信可能に接続された構成となっている。医療情報表示装置１０１は
、後述する医療情報に関する項目を示す項目軸と、日時を示す時間軸とを含む表示領域の
対応する位置に指定された患者の医療情報を表示する。病院情報システム１０２は、患者
毎に医療情報を管理することが可能であれば、複数の装置で構成されていてもよいし、例
えば一つのサーバ装置等で構成されていてもよい。なお、医療情報表示装置１０１は、医
療情報を表示可能な情報処理装置の一例である。また、病院情報システム１０２は、医療
情報を患者毎に記憶して管理する管理システムの一例である。
【０００９】
　図２は、医療情報表示装置１０１の機能構成等の一例を示す図である。以降の説明では
、表示部２０１及び操作部２０２がハードウェアであるものとし、医療情報取得部２０３
及び制御部２０４がソフトウェアであるものとして説明する。この場合、医療情報表示装
置１０１のＣＰＵが、医療情報表示装置１０１のＨＤやＲＯＭ等（以下、記憶領域という
）に記憶されているプログラムを実行することにより、医療情報取得部２０３及び制御部
２０４の機能が実現される。なお、医療情報取得部２０３及び制御部２０４がハードウェ
アで実現される構成としてもよい。
　表示部２０１は、ユーザインターフェースや医療情報を表示する。操作部２０２は、例
えばキーボードやポインティングデバイスであり、使用者が表示部２０１に表示されたユ
ーザインターフェースに指示を入力して医療情報表示装置１０１を操作する機能を提供す
る。医療情報を表示する患者の指定、及び、医療情報を表示する時間軸の範囲の指定はユ
ーザインターフェースを介して行われる。また、操作部２０２は、例えばボタンを有し、
使用者が特定の指示を入力して医療情報表示装置１０１を操作する機能を提供する。
　医療情報取得部２０３は、病院情報システム１０２と通信し医療情報を取得する。医療
情報とは医療において使用される情報であり、患者の氏名及びＩＤ、Ｘ線画像、ＣＴ画像
、ＭＲＩ画像、超音波検査等の医療画像、血液検査、生化学検査等の検査データ、カルテ
等が例として挙げられる。また、医療情報には、上述した医療画像、検査データ、カルテ
等の医療の項目に関する項目情報が含まれる。更に、医療情報には、上述した医療画像、
検査データ、カルテ等が作成された日時情報も含まれる。医療情報取得部２０３によって
、ユーザインターフェースで指定された患者に対応する医療情報が取得される。制御部２
０４は、操作部２０２に対する操作を受けて表示部２０１のユーザインターフェースの表
示を制御したり、医療情報取得部２０３が取得した医療情報の表示部２０１への表示を制
御したりする。
【００１０】
　図３は、本実施形態における医療情報表示装置１０１の処理の一例を示すフローチャー
トである。なお、以降で説明する各フローチャートの処理は、医療情報表示装置１０１の
ＣＰＵが、医療情報表示装置１０１の記憶領域に記憶されているプログラムを実行するこ
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とにより実現される。
　Ｓ３０１において、制御部２０４は、医療情報の表示対象となる患者の指定を受け付け
る。より具体的には、制御部２０４は、患者を指定するためのユーザインターフェースを
表示部２０１に表示する。例えば、制御部２０４は、患者ＩＤを入力するための入力欄を
表示する。医療情報表示装置１０１の使用者は、表示部２０１に表示されたユーザインタ
ーフェースに対して、操作部２０２を操作して患者を指定するための情報（患者を識別す
る識別情報）を入力する。
　図４は、患者を指定する画面の一例を示す図である。図４に示す患者を指定する画面の
一例では、患者ＩＤを入力する入力欄が表示部２０１に表示されている。医療情報表示装
置１０１の使用者は、患者ＩＤを入力欄に入力する。制御部２０４は、Ｓ３０１で入力さ
れた患者ＩＤ等の患者を指定するための情報を記憶領域に記憶する。
【００１１】
　Ｓ３０２において、制御部２０４は、医療情報を表示する時間軸の範囲の指定を受け付
ける。この際、制御部２０４は、医療情報を表示する時間軸の範囲を指定するためのユー
ザインターフェースを表示部２０１に表示する。例えば、制御部２０４は、時間軸の範囲
の開始日及び終了日を入力するための入力欄を表示する。また、制御部２０４は、時間軸
の範囲の開始日及び長さを入力するための入力欄を表示するようにしてもよい。また、制
御部２０４は、時間軸の範囲の終了日及び長さを入力するための入力欄を表示するように
してもよい。
　図５は、医療情報を表示する時間軸の範囲を指定する画面の一例を示す図である。図５
に示す医療情報を表示する時間軸の範囲を指定する画面の一例では、範囲の開始日及び終
了日を入力するための入力欄が表示部２０１に表示されている。医療情報表示装置１０１
の使用者は、表示部２０１に表示されたユーザインターフェースに対して、操作部２０２
を操作して医療情報を表示する時間軸の範囲を指定するための情報を入力する。なお、範
囲の開始日及び終了日を入力するための入力欄の例では、範囲の開始日及び終了日が入力
される。また、範囲の開始日及び長さを入力するための入力欄の例では、範囲の開始日及
び長さが入力される。また、範囲の終了日及び長さを入力するための入力欄の例では、範
囲の終了日及び長さが入力される。
【００１２】
　また、Ｓ３０２において、制御部２０４は、医療情報を表示する時間軸の範囲の指定を
受け付けた後に、医療情報を表示する時間軸の範囲を変更する処理を行うことができる。
例えば、制御部２０４は、医療情報を表示する時間軸の範囲を指定する画面を表示部２０
１に表示することによって、時間軸の範囲の変更指示を受け付け、医療情報を表示する時
間軸の範囲を変更する処理を行う。
　図６は、医療情報を表示する時間軸の範囲を変更する画面の一例を示す図である。図６
に示すように、制御部２０４は、時間軸方向に移動することができるスクロールバーを表
示部２０１に表示する。医療情報表示装置１０１の使用者が、操作部２０２のポインティ
ングデバイスによって表示部２０１に表示されたスクロールバーを移動することで、医療
情報を表示する時間軸の範囲を変更することができる。また、表示部２０１がマルチタッ
チに対応したディスプレイの場合には、使用者がマルチタッチによる縮小又は拡大の操作
を行うことによって、医療情報を表示する時間軸の範囲を変更することができる。図７は
、医療情報表示装置１０１の使用者が、マルチタッチによる縮小の操作を行うことによっ
て、医療情報を表示する時間軸の範囲を変更する例を示している。マルチタッチによる縮
小の例として、表示部２０１の２点に触れて２点間の距離を短くする操作が挙げられる。
図８は、医療情報表示装置１０１の使用者が、マルチタッチによる拡大の操作を行うこと
によって、医療情報を表示する時間軸の範囲を変更する例を示している。マルチタッチに
よる拡大の例として、表示部２０１の２点に触れて２点間の距離を長くする操作が挙げら
れる。Ｓ３０２で指定又は変更された、医療情報を表示する時間軸の範囲に関する情報は
、制御部２０４によって記憶領域に記憶される。
【００１３】



(7) JP 6486061 B2 2019.3.20

10

20

30

40

50

　Ｓ３０３において、医療情報取得部２０３は、制御部２０４によって記憶領域に記憶さ
れた患者を指定するための情報、及び、医療情報を表示する時間軸の範囲に関する情報を
読み出す。更に、医療情報取得部２０３は、指定された患者に対して、全ての項目につい
て、医療情報を表示する時間軸の範囲に医療情報があるか否かを判定する。なお、ここで
いう全ての項目とは、医療情報が表示される表示領域に含まれる項目軸上に表示される医
療情報に関する全ての項目のことをいう。項目軸上に表示される項目は予め決められてい
てもよいし、操作部２０２を介した指示に応じて決定されるようにしてもよい。
　この際、医療情報取得部２０３は、指定された患者についての医療情報を病院情報シス
テム１０２から取得し、取得した医療情報から前記判定を行うようにしてもよい。なお、
病院情報システム１０２は、患者を指定するための情報毎（例えば患者ＩＤ毎）に、医療
情報を管理しているものとする。また、医療情報には、項目に関する項目情報と、前記医
療情報が生成された日時を示す日時情報とが含まれているものとする。また、病院情報シ
ステム１０２が前記判定を行う機能を有していてもよい。この場合、医療情報取得部２０
３は、記憶領域から取得した患者を指定するための情報と、前記時間軸の範囲に関する情
報とを病院情報システム１０２に送信し、前記判定を病院情報システム１０２に問い合わ
せるようにしてもよい。即ち、医療情報取得部２０３は、記憶領域から取得した患者を指
定するための情報と、前記時間軸の範囲に関する情報とに基づく条件を満たす医療情報を
病院情報システム１０２に問い合わせる。全ての項目について、医療情報を表示する時間
軸の範囲に医療情報がある場合は、Ｓ３０４へ進み、処理が続けられる。医療情報を表示
する時間軸の範囲に医療情報がない項目がある場合は、Ｓ３０５へ進み、処理が続けられ
る。
【００１４】
　Ｓ３０４において、医療情報取得部２０３は、指定された患者について、医療情報を表
示する時間軸の範囲の医療情報を病院情報システム１０２から取得する。更に、制御部２
０４は、医療情報取得部２０３が取得した医療情報の日時を参照し、項目軸上における医
療情報の各項目について、医療情報が存在する時間軸上の対応する位置に医療情報の存在
を示す図形を表示部２０１に表示する。
　図９は、Ｓ３０４において表示部２０１に表示される医療情報一覧の表示例を示す図で
ある。図９では、医療情報の項目として、カルテ、Ｘ線画像、ＣＴ画像、ＭＲＩ画像、超
音波検査、血液検査、生化学検査が表示される例を示している。また、図９では、医療情
報を表示する時間軸の範囲として２０１４年４月１日から５月１日までが指定され、その
間に生成された医療情報が、生成日時に対応する位置にアイコンで表示されている。表示
例においては、医療情報を表示する時間軸の範囲内で全ての項目に対して医療情報が存在
する。
【００１５】
　制御部２０４は、横方向に医療情報が生成された日時を示す時間軸、縦方向に医療情報
の項目を示す項目軸を取り、医療情報取得部２０３が取得した医療情報の所在をマトリク
ス形式で表示部２０１に表示する。一例として、各医療情報に対応するアイコンが、時間
軸、項目軸のマトリクス上に表示される。図９の例では、各医療情報の項目について、医
療情報が存在する時間軸上の位置に四角形が表示されて、医療情報の存在が示されている
。また、１つの項目について同じ時間軸上の位置に複数の医療情報が存在する場合は、四
角形を重ね合わせた図形が表示されて、医療情報の存在が示されている。四角形はアイコ
ンの一例であり、医療情報の存在が視覚的に示されるものであれば、他の図形や記号を使
用することが可能である。制御部２０４は、横方向、縦方向の少なくとも一方が表示部２
０１内に収まらない場合は、その方向のスクロールバーを表示部２０１の画面端に表示す
る。また、時間軸、項目軸の方向を入れ替えて、横方向に医療情報の項目を示す項目軸、
縦方向に医療情報が生成された日時を示す時間軸を取るように表示することもできる。こ
のようにして、医療情報表示装置１０１の使用者は、患者の医療情報を時系列で項目毎に
参照することができるようになる。
【００１６】
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　Ｓ３０５において、医療情報不在項目処理が行われる。医療情報不在項目処理の詳細は
、図１２を参照して後述する。
　Ｓ３０６において、制御部２０４は、医療情報表示装置１０１の使用者の指示に応じて
医療情報の詳細を表示する。より具体的には、医療情報表示装置１０１の使用者が操作部
２０２を操作して、表示部２０１に表示された医療情報一覧から特定の医療情報を選択す
る。そして、制御部２０４は、医療情報表示装置１０１の使用者が指示した表示部２０１
の位置によって当該医療情報を特定する。更に、制御部２０４は、医療情報取得部２０３
を介して当該医療情報の詳細を読み出して表示部２０１に表示する。このように、医療情
報表示装置１０１の使用者が、表示部２０１に表示されるユーザインターフェースを操作
してアイコンを選択し、詳細表示を行う指示をすることによって医療情報の詳細が表示さ
れる。例えば、医療情報表示装置１０１の使用者が、ポインティングデバイスを用いてア
イコンを選択し、ダブルクリックすることによって医療情報の詳細が表示される。
【００１７】
　図１０に、図９に示した医療情報一覧の表示例において、カルテの１つが選択されて詳
細が表示されている例を示す。また、図１１に、１つの項目について同じ時間軸上の位置
に複数の医療情報が存在する場合について、医療情報の詳細を表示する例を示す。図１１
の例は、図９に示した医療情報一覧の表示例において、Ｘ線画像の１つが選択されて詳細
が表示される例であり、複数の画像が一覧表示されている。医療情報表示装置１０１の使
用者が、そこから更に１つの画像を選択して詳細を表示することも可能である。
　また、Ｓ３０６において、制御部２０４は、医療情報の詳細が表示された状態から医療
情報一覧が表示される状態へ画面を遷移させることもできる。図１０、図１１に示した表
示例においては、ユーザインターフェースに「一覧へ戻る」のボタンが表示されている。
医療情報表示装置１０１の使用者が、操作部２０２のポインティングデバイスによって「
一覧へ戻る」のボタンを押下すると、制御部２０４は、表示部２０１に医療情報一覧を表
示する。上述したように、Ｓ３０６においては、医療情報一覧から特定の医療情報が選択
されることにより、医療情報の詳細が表示される処理と、「一覧へ戻る」ボタンが押下さ
れることにより医療情報一覧が表示される処理とが、適宜切り替えて行われる。即ち、医
療情報表示装置１０１の使用者は、操作部２０２を操作して、医療情報の一覧と、各医療
情報の詳細とを切り替えて参照することができる。
【００１８】
　Ｓ３０７において、制御部２０４は、医療情報を表示する時間軸の範囲を変更するか否
かを判定する。一例として、操作部２０２に期間変更ボタンがあり、前記期間変更ボタン
が医療情報表示装置１０１の使用者によって押下された場合に、制御部２０４は、医療情
報を表示する時間軸の範囲を変更すると判定するようにしてもよい。また、制御部２０４
は、期間変更の指示を受け付ける操作オブジェクトを含むユーザインターフェースを表示
部２０１に表示するようにしてもよい。この場合、制御部２０４は、操作部２０２のポイ
ンティングデバイスによって前記操作オブジェクトが押下された場合に、医療情報を表示
する時間軸の範囲を変更すると判定するようにしてもよい。図９から図１１に示した表示
例においては、ユーザインターフェースに「期間変更」のボタンが表示されている。また
、図６から図８を参照して説明した、医療情報を表示する時間軸の範囲を変更する処理が
開始された場合にも、医療情報を表示する時間軸の範囲を変更すると判定される。
　上記の判定処理を一例として、医療情報を表示する時間軸の範囲を変更する指示がなさ
れた場合は、Ｓ３０２へ進み、処理が続けられる。医療情報を表示する時間軸の範囲を変
更しない場合は、Ｓ３０８へ進み、処理が続けられる。
【００１９】
　Ｓ３０８において、制御部２０４は、医療情報の表示対象となる患者を変更するか否か
を判定する。一例として、操作部２０２に患者変更ボタンがあり、前記患者変更ボタンが
医療情報表示装置１０１の使用者によって押下された場合に、制御部２０４は、患者を変
更すると判定する。また、制御部２０４は、患者変更の指示を受け付ける操作オブジェク
トを含むユーザインターフェースを表示部２０１に表示するようにしてもよい。この場合
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、制御部２０４は、操作部２０２のポインティングデバイスによって前記操作オブジェク
トが押下された場合に、医療情報の表示対象となる患者を変更すると判定するようにして
もよい。図９から図１１に示した表示例においては、ユーザインターフェースに「患者変
更」のボタンが表示されている。
　上記の判定処理を一例として、医療情報の表示対象となる患者を変更する指示がなされ
た場合は、Ｓ３０１へ進み、処理が続けられる。医療情報の表示対象となる患者を変更し
ない場合は、Ｓ３０９へ進み、処理が続けられる。
【００２０】
　Ｓ３０９において、制御部２０４は、医療情報表示装置１０１の処理を終了するか否か
を判定する。一例として、操作部２０２に終了ボタンがあり、前記終了ボタンが医療情報
表示装置１０１の使用者によって押下された場合に、制御部２０４は、処理を終了すると
判定する。また、制御部２０４は、処理終了の指示を受け付ける操作オブジェクトを含む
ユーザインターフェースを表示部２０１に表示するようにしてもよい。この場合、制御部
２０４は、操作部２０２のポインティングデバイスによって前記操作オブジェクトが押下
された場合に、処理を終了すると判定するようにしてもよい。図９から図１１に示した表
示例においては、ユーザインターフェースに「終了」のボタンが表示されている。
　上記の判定処理を一例として、医療情報表示装置１０１の処理を終了する指示がなされ
た場合は、図３の処理を終了する。それ以外の場合は、Ｓ３０６へ進み、処理が続けられ
る。
【００２１】
　次に、図１２を参照して、図３のＳ３０５における医療情報不在項目処理の詳細を説明
する。図１２は、医療情報不在項目処理の一例を示すフローチャートである。
　Ｓ４０１において、制御部２０４は、項目軸上における最初の項目を処理の対象とする
。
　Ｓ４０２において、制御部２０４は、処理の対象となっている項目について、医療情報
を表示する時間軸の範囲に医療情報があるか否かを判定する。判定方法は上述した図３の
Ｓ３０３と同様であるため、ここでの説明は省略する。処理の対象となっている項目につ
いて、医療情報を表示する時間軸の範囲に医療情報がある場合はＳ４０３へ進み、処理が
続けられる。処理の対象となっている項目について、医療情報を表示する時間軸の範囲に
医療情報がない場合はＳ４０５へ進み、処理が続けられる。
　Ｓ４０３において、制御部２０４は、処理の対象となっている項目について、医療情報
が存在する時間軸上の位置に医療情報の存在を示す図形を表示部２０１に表示する。図１
３、図１４、図１５のカルテ、Ｘ線画像、血液検査の項目は、処理結果の一例である。ま
た、図１６、図１７、図１８、図１９のカルテ、ＣＴ画像、超音波検査、生化学検査の項
目は、処理結果の一例である。図１３～図１９の詳細については後述する。
　Ｓ４０４において、制御部２０４は、項目軸上の最後の項目が処理されたか否かを判定
する。項目軸上の最後の項目が処理された場合は、図１２の処理を終了する。項目軸上の
最後の項目が処理されていない場合は、Ｓ４０８へ進み、処理が続けられる。
【００２２】
　Ｓ４０５において、制御部２０４は、処理の対象となっている項目について、医療情報
を表示する時間軸の範囲の外に医療情報があるか否かを判定する。制御部２０４は、処理
の対象となっている項目、及び、医療情報を表示する時間軸の範囲を医療情報取得部２０
３へ入力する。医療情報取得部２０３は、医療情報を表示する時間軸の範囲の外に医療情
報があるか否かを病院情報システム１０２に問い合わせる。医療情報取得部２０３は、問
い合わせの結果を制御部２０４に通知する。医療情報を表示する時間軸の範囲の外に医療
情報がある場合は、医療情報の日時の情報が問い合わせの結果に含まれる。医療情報を表
示する時間軸の範囲の外に医療情報がある場合は、Ｓ４０６へ進み、処理が続けられる。
医療情報を表示する時間軸の範囲の外に医療情報がない場合は、Ｓ４０７へ進み、処理が
続けられる。
　Ｓ４０６において、医療情報存在表示処理が行われる。医療情報存在表示処理の詳細は



(10) JP 6486061 B2 2019.3.20

10

20

30

40

50

、図２０を参照して後述する。
　Ｓ４０７において、医療情報不在表示処理が行われる。医療情報不在表示処理の詳細は
、図２１を参照して後述する。
　Ｓ４０８において、制御部２０４は、項目軸上で次の項目を処理の対象とする。その後
、Ｓ４０２へ進み、処理が続けられる。
【００２３】
　次に、図２０を参照して、図１２のＳ４０６における医療情報存在表示処理の詳細を説
明する。図２０は、本実施形態における医療情報存在表示処理の一例を示すフローチャー
トである。
　Ｓ５０１において、制御部２０４は、処理の対象となっている項目の項目名を表示部２
０１に表示する。
　Ｓ５０２において、制御部２０４は、処理の対象となっている項目について、時間軸上
で指定された範囲よりも古い方向に医療情報がある場合は、古い方向に変化する図形を表
示部２０１に表示する。図１４に、医療情報の項目のうちで、医療情報を表示する時間軸
の指定された範囲以前の古い医療情報が存在する項目がある場合の表示例を示す。表示例
においては、時間軸上で指定された範囲よりも古い日時において生成された医療情報とし
て、ＣＴ画像、超音波検査、生化学検査の医療情報が存在することが示されている。表示
例における医療情報の存在は、左側を底辺とする二等辺三角形によって示されている。こ
の図形は一例であり、左側、即ち時間軸上で指定された範囲よりも古い方向に変化を示す
図形を使用することができる。図１５にその他の表示例を示す。図１５の例では、時間軸
上で指定された範囲よりも古い日時に生成された医療情報が存在することが、左方向を指
し示す矢印によって示されている。なお、Ｓ５０２における表示方法は、医療情報表示装
置１０１の使用者がスクロールバーを操作して時間軸上の指定範囲を変更した場合におい
ても適用可能である。
【００２４】
　図２０の説明に戻る。
　Ｓ５０３において、制御部２０４は、処理の対象となっている項目について、時間軸上
で指定された範囲よりも新しい方向に医療情報がある場合は、新しい方向に変化する図形
を表示部２０１に表示する。図１６に、医療情報の項目のうちで、医療情報を表示する時
間軸の指定された範囲以後の新しい医療情報が存在する項目がある場合の表示例を示す。
表示例においては、時間軸上で指定された範囲よりも新しい日時において生成された医療
情報として、Ｘ線画像、血液検査の医療情報が存在することが示されている。表示例にお
ける医療情報の存在は、右側を底辺とする二等辺三角形によって示されている。この図形
は一例であり、右側、即ち時間軸上で指定された範囲よりも新しい方向に変化を示す図形
を使用することができる。図１７にその他の表示例を示す。図１７の例では、時間軸上で
指定された範囲よりも新しい日時に生成された医療情報が存在することが、右方向を指し
示す矢印によって示されている。なお、Ｓ５０３における表示方法は、医療情報表示装置
１０１の使用者がスクロールバーを操作して時間軸上の指定範囲を変更した場合において
も適用可能である。
【００２５】
　医療情報を表示する時間軸の範囲の取り方によっては、医療情報を表示する時間軸の指
定された範囲内には医療情報はないが、時間軸上で前記範囲よりも古い方向と新しい方向
との両方に医療情報が存在する項目がある場合が考えられる。その場合は、上述した表示
例の組み合わせによって、時間軸上で指定された範囲よりも古い方向と新しい方向との両
方に医療情報が存在することが示される。図１８、図１９に、医療情報の項目のうちで、
医療情報を表示する時間軸の指定された範囲以前の古い医療情報と、前記範囲以後の新し
い医療情報とが存在する項目がある場合の表示例を示す。図１８、図１９ともに、Ｘ線画
像の項目に、医療情報を表示する時間軸の指定された範囲以前の古い医療情報と、前記範
囲以後の新しい医療情報とが存在することを示している。より具体的には、左側、即ち時
間軸上で前記範囲よりも古い方向に変化を示す図形と、右側、即ち時間軸上で前記範囲よ
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りも新しい方向に変化を示す図形との両方が表示されている。即ち、時間軸の指定された
範囲以前の古い医療情報と、前記範囲以後の新しい医療情報とが存在する項目がある場合
には、項目軸上に互いに向きが逆向きとなる図形が表示されることになる。
　このように、Ｓ５０２及びＳ５０３の処理によって、制御部２０４は、指定された時間
範囲外に医療情報が存在する項目があることを、医療情報表示装置１０１の使用者に視認
させることができる。これにより、医療情報表示装置１０１の使用者は、前記項目の医療
情報が未取得であることや、指定された時間範囲外に前記項目の医療情報が存在すること
を容易に理解することができる。
【００２６】
　図２０の説明に戻る。
　Ｓ５０４において、制御部２０４は、処理の対象となっている項目について、表示部２
０１に表示されている項目軸の間隔を詰める処理を行う。より具体的には、制御部２０４
は、時間軸上の指定された範囲内において医療情報が存在しない項目がある場合に、前記
項目について前記項目軸上の間隔を詰めて表示する。なお、Ｓ５０１～Ｓ５０４の処理は
、表示制御処理の一例である。このように、制御部２０４は、指定された時間範囲に医療
情報が存在しない項目について表示領域を削減することができる。これにより、医療情報
表示装置１０１の使用者に対する医療情報の視認性を向上させることができる。
　次に、図２１を参照して、図１２のＳ４０７における医療情報不在表示処理の詳細を説
明する。図２１は、本実施形態における医療情報不在表示処理の一例を示すフローチャー
トである。
　Ｓ６０１において、制御部２０４は、処理の対象となっている項目の項目名を表示部２
０１に表示する。
　Ｓ６０２において、制御部２０４は、処理の対象となっている項目について、表示部２
０１に表示されている項目軸の間隔を詰める処理を行う。図１３に、医療情報不在表示処
理の表示例を示す。図１３の例では、時間軸上の全ての範囲で医療情報が存在しない項目
として、ＣＴ画像、ＭＲＩ画像、超音波検査、生化学検査の項目が表示されている。これ
らの項目については、項目名が表示され、項目軸の間隔を詰めて表示されている。図１４
、図１５、図１６、図１７のＭＲＩ画像の項目は、医療情報不在表示処理の表示例である
。図１８、図１９の血液検査の項目は、医療情報不在表示処理の表示例である。なお、Ｓ
６０１～Ｓ６０２の処理は、表示制御処理の一例である。このように、制御部２０４は、
時間軸上の全ての範囲において医療情報が存在しない項目について表示領域を削減するこ
とができ、かつ、項目が存在することを医療情報表示装置１０１の使用者に視認させるこ
とができる。
【００２７】
　以上、本実施形態における医療情報表示装置１０１は、時間軸上の指定された範囲に医
療情報が存在しない項目がある場合には、前記項目を削除することなく、前記項目につい
て項目軸上の間隔を詰めて表示することができる。また、医療情報表示装置１０１は、前
記範囲の外に医療情報が存在する項目がある場合には、その旨を使用者に視認させる図形
を表示することができる。これにより、医療情報表示装置１０１の使用者が医療情報を参
照する際の利便性を向上させることができる。より具体的には、医療情報表示装置１０１
の使用者は、複数の項目の医療情報を時系列で参照する際に、画面をスクロール操作しな
くても、指定された時間範囲外に未取得の医療情報が存在すること等を容易に理解するこ
とができる。
【００２８】
＜実施形態２＞
　本実施形態において、図１に示すシステム構成、図２に示す機能構成等、図３、１２に
示すフローチャートは、実施形態１と同様である。図２２を参照して、図１２のＳ４０６
における医療情報存在表示処理の詳細を説明する。図２２は、本実施形態における医療情
報存在表示処理の一例を示すフローチャートである。
　Ｓ２２０１において、制御部２０４は、処理の対象となっている項目の項目名を表示部



(12) JP 6486061 B2 2019.3.20

10

20

30

40

50

２０１に表示する。
　Ｓ２２０２において、制御部２０４は、処理の対象となっている項目について、時間軸
上で指定された範囲よりも古い方向に医療情報がある場合は、古い方向に変化する図形を
表示部２０１に表示する。図２３に、医療情報の項目のうちで、医療情報を表示する時間
軸の指定された範囲以前の古い医療情報が存在する項目がある場合の表示例を示す。表示
例においては、時間軸上で指定された範囲よりも古い日時において生成された医療情報と
して、ＣＴ画像、超音波検査、生化学検査の医療情報が存在することが示されている。表
示例における医療情報の存在は、左側を底辺とする二等辺三角形によって示されている。
この図形は一例であり、左側、即ち時間軸上で指定された範囲よりも古い方向に変化を示
す図形を使用することができる。なお、項目軸上の直線についての詳細は後述する。図２
４に示すその他の表示例については、実施形態１で上述した図１５と同様である。なお、
Ｓ２２０２における表示方法は、医療情報表示装置１０１の使用者がスクロールバーを操
作して時間軸上の指定範囲を変更した場合においても適用可能である。
【００２９】
　図２２の説明に戻る。
　Ｓ２２０３において、制御部２０４は、処理の対象となっている項目について、時間軸
上で指定された範囲よりも新しい方向に医療情報がある場合は、新しい方向に変化する図
形を表示部２０１に表示する。図２５に、医療情報の項目のうちで、医療情報を表示する
時間軸の指定された範囲以後の新しい医療情報が存在する項目がある場合の表示例を示す
。表示例においては、時間軸上で指定された範囲よりも新しい日時において生成された医
療情報として、Ｘ線画像、血液検査の医療情報が存在することが示されている。表示例に
おける医療情報の存在は、右側を底辺とする二等辺三角形によって示される。この図形は
一例であり、右側、即ち時間軸上で指定された範囲よりも新しい方向に変化を示す図形を
使用することができる。図２６に示すその他の表示例については、実施形態１で上述した
図１７と同様である。なお、Ｓ２２０３における表示方法は、医療情報表示装置１０１の
使用者がスクロールバーを操作して時間軸上の指定範囲を変更した場合においても適用可
能である。
【００３０】
　医療情報を表示する時間軸の範囲の取り方によっては、医療情報を表示する時間軸の指
定された範囲内には医療情報はないが、時間軸上で指定範囲よりも古い方向と新しい方向
との両方に医療情報が存在する項目がある場合が考えられる。その場合は、上述した表示
例の組み合わせによって、時間軸上で指定された範囲よりも古い方向と新しい方向との両
方に医療情報が存在することが示される。図２７、図２８に、医療情報の項目のうちで、
医療情報を表示する時間軸の指定された範囲以前の古い医療情報と、前記範囲以後の新し
い医療情報とが存在する項目がある場合の表示例を示す。図２７、図２８ともに、Ｘ線画
像の項目に、医療情報を表示する時間軸の指定された範囲以前の古い医療情報と、前記範
囲以後の新しい医療情報とが存在することを示している。より具体的には、左側、即ち時
間軸上で前記範囲よりも古い方向に変化を示す図形と、右側、即ち時間軸上で前記範囲よ
りも新しい方向に変化を示す図形との両方が表示されている。即ち、時間軸の指定された
範囲以前の古い医療情報と、前記範囲以後の新しい医療情報とが存在する項目がある場合
には、項目軸上に互いに向きが逆向きとなる図形が表示されることになる。
【００３１】
　Ｓ２２０４において、制御部２０４は、図２３から図２８のいずれの場合も、時間軸上
で変化する図形を表示部２０１に表示することに加えて、残りを線、或いは細長い図形で
表示部２０１に表示する。なお、ここでいう細長い図形とは、例えば時間軸方向に長辺を
持ち、項目軸方向に短辺を持つ図形（長方形等）である。以降の説明においても同様とす
る。図に示した例においては、項目の行に直線が表示されている。直線は一例であり、項
目軸が縦の場合は、横方向に細長い図形や線を表示することが可能である。縦方向の間隔
を詰めることが可能な図形であれば、これらの図形に限らなくてもよい。例として、横方
向に長い四角形、点線、波線を使用することもできる。時間軸が縦方向であり、項目軸が
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横方向の場合は、適宜項目列に縦方向に細長い図形や線を表示すればよい。
　Ｓ２２０５において、制御部２０４は、処理の対象となっている項目について、表示部
２０１に表示されている項目軸の間隔を詰める処理を行う。より具体的には、制御部２０
４は、時間軸上の指定された範囲内において医療情報が存在しない項目がある場合に、前
記項目について前記項目軸上の間隔を詰めて表示する。なお、Ｓ２２０１～Ｓ２２０５の
処理は、表示制御処理の一例である。
【００３２】
　次に、図２９を参照して、図１２のＳ４０７における医療情報不在表示処理の詳細を説
明する。図２９は、本実施形態における医療情報不在表示処理の一例を示すフローチャー
トである。
　Ｓ２３０１において、制御部２０４は、処理の対象となっている項目について、線、或
いは細長い図形を表示部２０１に表示する。
　Ｓ２３０２において、制御部２０４は、処理の対象となっている項目について、表示部
２０１に表示されている項目軸の間隔を詰める処理を行う。図３０に、医療情報不在表示
処理の表示例を示す。図３０の例では、時間軸上の全ての時間範囲に医療情報が存在しな
い項目が表示されている。これらの項目については、項目名が表示されていない。これら
の項目は、図２３から図２８に表示されている項目軸と比較すると、ＣＴ画像、ＭＲＩ画
像、超音波検査、生化学検査の項目であることがわかる。これらの項目については、項目
の行に直線が表示されて、更に項目の上下の間隔が狭められている。直線が表示されてい
ることで、そこには医療情報の項目が存在することが示される。直線は一例であり、Ｓ２
２０４で上述したように他の形態であってもよい。なお、Ｓ２３０１～Ｓ２３０２の処理
は、表示制御処理の一例である。また、上述した図２３～２６のＭＲＩ画像の項目は、医
療情報不在表示処理の表示例である。図２７、図２８の血液検査の項目は、医療情報不在
表示処理の表示例である。
【００３３】
　以上、本実施形態における医療情報表示装置１０１は、時間軸上の指定された範囲に医
療情報が存在しない項目がある場合には、前記項目について項目軸上の間隔を詰めて表示
することができる。その際に、医療情報表示装置１０１は、前記項目軸上に直線（点線、
波線を含む）や長方形等の図形を表示することもできる。また、医療情報表示装置１０１
は、前記範囲の外に医療情報が存在する項目がある場合には、その旨を使用者に視認させ
る図形を表示することができる。更に、医療情報表示装置１０１は、時間軸上の全ての範
囲において医療情報が存在しない項目がある場合には、前記項目の項目軸上の間隔を詰め
て上述の直線や長方形を表示するともに、前記項目の項目名を表示しないようにすること
もできる。これにより、医療情報表示装置１０１の使用者が医療情報を参照する際の視認
性や利便性を向上させることができる。
【００３４】
＜実施形態３＞
　本実施形態において、図１に示すシステム構成、図２に示す機能構成等、図３、１２、
２２に示すフローチャートは、実施形態２と同様である。図３１を参照して、図１２のＳ
４０７における医療情報不在表示処理の詳細を説明する。図３１は、本実施形態における
医療情報不在表示処理の一例を示すフローチャートである。
　Ｓ３１０１において、制御部２０４は、処理の対象となっている項目の項目名を表示部
２０１に表示する。
　Ｓ３１０２において、制御部２０４は、処理の対象となっている項目について、線、或
いは細長い図形を表示部２０１に表示する。
　Ｓ３１０３において、制御部２０４は、処理の対象となっている項目について、表示部
２０１に表示されている項目軸の間隔を詰める処理を行う。図３２に、医療情報不在表示
処理の表示例を示す。図３２の例では、時間軸上の全ての時間範囲に医療情報が存在しな
い項目として、ＣＴ画像、ＭＲＩ画像、超音波検査、生化学検査の項目が表示されている
。これらの項目については、項目の行に直線が表示されて、更に項目の上下の間隔が狭め
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られている。直線が表示されていることで、そこには医療情報の項目が存在することが示
される。直線は一例であり、Ｓ２２０４で上述したように他の形態であってもよい。また
、図３３～３６のＭＲＩ画像の項目は、医療情報不在表示処理の表示例である。図３７～
３８の血液検査の項目は、医療情報不在表示処理の表示例である。図３３～３８における
表示方法については、実施形態１、２で上述した通りであるため、詳細な説明を省略する
。
【００３５】
　以上、本実施形態における医療情報表示装置１０１は、時間軸上の全ての範囲において
医療情報が存在しない項目がある場合には、前記項目の項目軸上の間隔を詰めて上述の直
線や長方形を表示するともに、前記項目の項目名を削除せずに表示するができる。これに
より、医療情報表示装置１０１の使用者は、時間軸上の全ての範囲において医療情報が存
在しない項目であっても、その項目自体が存在することを視認することができる。このよ
うに、医療情報表示装置１０１は、医療情報表示装置１０１の使用者の視認性や利便性を
向上させるように柔軟に表示形式を変更することができる。
【００３６】
＜実施形態４＞
　本実施形態において、図１に示すシステム構成、図２に示す機能構成等、図３、１２に
示すフローチャートは、実施形態１と同様である。図３９を参照して、図１２のＳ４０６
における医療情報存在表示処理の詳細を説明する。図３９は、本実施形態における医療情
報存在表示処理の一例を示すフローチャートである。
　本フローチャートは、図２０に示した医療情報存在表示処理の一例を示すフローチャー
トからＳ５０１の処理を除いたものである。即ち、医療情報を表示する時間軸の範囲の外
に医療情報がある場合に、項目名を表示しない処理になる。図３９の医療情報存在表示処
理は、図２１の医療情報不在表示処理、図２９の医療情報不在表示処理、図３１の医療情
報不在表示処理の何れかと組み合わせて実施することが可能である。
　このように、医療情報表示装置１０１は、医療情報表示装置１０１の使用者の視認性や
利便性を向上させるように柔軟に表示形式を変更することができる。
＜実施形態５＞
　本実施形態において、図１に示すシステム構成、図２に示す機能構成等、図３、１２に
示すフローチャートは、実施形態１と同様である。図４０を参照して、図１２のＳ４０６
における医療情報存在表示処理の詳細を説明する。図４０は、本実施形態における医療情
報存在表示処理の一例を示すフローチャートである。
　本フローチャートは、図２２に示した医療情報存在表示処理の一例を示すフローチャー
トからＳ２２０１の処理を除いたものである。即ち、医療情報を表示する時間軸の範囲の
外に医療情報がある場合に、項目名を表示しない処理になる。図４０の医療情報存在表示
処理は、図２１の医療情報不在表示処理、図２９の医療情報不在表示処理、図３１の医療
情報不在表示処理の何れかと組み合わせて実施することが可能である。
　このように、医療情報表示装置１０１は、医療情報表示装置１０１の使用者の視認性や
利便性を向上させるように柔軟に表示形式を変更することができる。
【００３７】
＜その他の実施形態＞
　図２０に示した医療情報存在表示処理は、図２９の医療情報不在表示処理、図３１の医
療情報不在表示処理の何れかと組み合わせて実施することが可能である。また、図２２に
示した医療情報存在表示処理は、図２１の医療情報不在表示処理と組み合わせて実施する
ことが可能である。
　また、上述した各実施形態では、医療情報表示装置１０１が病院情報システム１０２か
ら医療情報を取得して表示するものとして説明したが、医療情報表示装置１０１と病院情
報システム１０２とは一体となっていてもよい。即ち、医療情報表示装置１０１が、医療
情報を患者毎に記憶領域に記憶して管理する機能を有していてもよい。この場合、医療情
報表示装置１０１は、指定された患者の医療情報を自装置の記憶領域から取得して、上述
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　また、本発明は、上述の実施形態の１以上の機能を実現するプログラムを、ネットワー
ク又は記憶媒体を介してシステム又は装置に供給し、そのシステム又は装置のコンピュー
タにおける１つ以上のプロセッサーがプログラムを読出し実行する処理でも実現可能であ
る。また、１以上の機能を実現する回路（例えば、ＡＳＩＣ）によっても実現可能である
。
【００３８】
　以上、上述した各実施形態によれば、医療情報を参照するユーザの利便性を向上させる
ことが可能な技術を提供することができる。より具体的には、指定された時間範囲に医療
情報が存在しない項目について表示領域を削減することができる。更に、前記項目の医療
情報が未取得であること、或いは指定された時間範囲の外に前記項目の医療情報が存在す
ることを使用者に理解しやすくすることができる。
【００３９】
　以上、本発明の好ましい形態について詳述したが、本実施形態は係る特定の実施形態に
限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の要旨の範囲内において、
種々の変形・変更が可能である。
【符号の説明】
【００４０】
１０１　医療情報表示装置、１０２　病院情報システム、１０３　ネットワーク、２０１
　表示部、２０２　操作部、２０３　医療情報取得部、２０４　制御部

【図１】 【図２】
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【図２８】 【図２９】

【図３０】 【図３１】
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【図３２】 【図３３】
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【図３６】 【図３７】
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